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社会基盤情報標準化委員会規約 
 

 

第１章 総  則 

 

（目 的） 

第１条 一般財団法人 日本建設情報総合センター（以下「JACIC」という。）が平成１２

年５月に公表した「建設情報に係る標準化ビジョン」の趣旨に則り、社会基盤の

ライフサイクル全般にわたり共有・交換される情報に関する標準化を推進するこ

とを目的に委員会を設置する。 

 

（名 称） 

第２条 委員会の名称は、「社会基盤情報標準化委員会」（以下「委員会」という。）とする。 

 

（事務局） 

第３条 委員会の事務局は、JACIC が行い、管理運営等の事務を行うほか、必要に応じ委

員会を代表して業務を行う。 

 

 

第２章 活  動 

 

（活動内容） 

第４条 委員会は、社会基盤に関する情報を最も効率よく活用するために、広く関係者を

結集し、社会基盤情報に係る標準化を共同で推進する。 

 

 

第３章 組  織 

 

（組 織） 

第５条 委員会は、その活動を円滑に行うため、幹事会並びに具体的な検討を行う特別委

員会及び小委員会を設置する。 

２ 特別委員会及び小委員会がワーキンググループを設置する場合には委員会の了解

を得るものとする。 
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第４章 委  員 

 

（委員会） 

第６条 委員会の委員長及び委員は、JACIC 理事長が委嘱する。 

 

（特別委員会及び小委員会） 

第７条 特別委員会の委員長及び小委員会の委員長（以下「小委員長」という。）は、委員

会の推薦に基づき、JACIC 理事長が委嘱する。 

２ 小委員長は、委員会委員を兼務しないものとする。 

３ 特別委員会及び小委員会の委員は、特別委員会の委員長及び小委員長の推薦に基

づき、JACIC 理事長が委嘱する。 

 

 

第５章 協力会員 

 

（協力会員） 

第８条 委員会の趣旨に賛同し、その事業に協力する企業等は、協力会員になることがで

きる。 

２ 特別委員会の委員長及び小委員長は、特別委員会及び小委員会毎に協力会員の参

加の要否を判断する。 

３ 委員会は、協力会員が参加可能な特別委員会及び小委員会を公表し、協力会員を

公募する。 

４ 協力会員は、当該企業等に所属する者の中から協力委員を推薦することができる。 

５ 協力委員は、特別委員会及び小委員会にオブザーバーとして、またワーキンググ

ループの活動に参加することができる。 

６ 協力会員についての詳細は、別に定める。 

 

 

第６章 会  議 

 

（委員会） 

第９条 委員会は、委員長が必要と認めたとき召集し、委員長が議長をつとめる。 

２ 委員会は、「建設情報に係る標準化ビジョン」を具体化するため、単年度の計画を

策定、推進する。計画策定の手順は別に定める。 

３ 委員会は、特別委員会及び小委員会で策定された標準案を審議し、推奨する。 
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（特別委員会及び小委員会） 

第１０条 特別委員会及び小委員会は、特別委員会の委員長及び小委員長が必要と認めた

とき召集し、特別委員会の委員長及び小委員長が議長をつとめる。 

２ 特別委員会及び小委員会は、委員会が策定した計画に則り、検討テーマについて、

標準及び標準化作業の現状や問題点を把握し、標準間の調整を行い、必要な場合

は新たな標準を策定する。 

３ 特別委員会及び小委員会は、活動の成果を適宜委員会に報告し、委員会の助言や

指導に従う。また必要に応じ、策定した標準の推奨を委員会に依頼する。 

４ 特別委員会の委員長及び小委員長は、２及び３を円滑に遂行するため、軽微かつ

緊急を要する判断が必要と認めた場合は、特別委員会及び小委員会の招集を待た

ずに必要な決定を行い、直近の特別委員会及び小委員会において報告する。 

 

（幹事会） 

第１１条 委員会全体の運営に関する事項の検討等を行う場として、幹事会を設置する。 

２ 幹事会は、委員長、委員長が指名する関係機関委員、臨時委員などで構成する。 

３ 幹事会では、委員会の運営に関する事項の検討の他、標準化課題の整理、調整

などの活動を行うとともに、標準化活動の推進や標準類の普及促進に関する戦

略を検討する。 

 

 

第７章 その他 

 

（情報管理） 

第１２条 委員会委員、特別委員会委員、小委員会委員及び協力会員は、活動で得た情報

を委員会外部へ公表するに当たっては、委員会の了解を得るものとする。 

 

（規約の改定） 

第１３条 委員会は、必要に応じて本規約を改定する。 

 

附  則 この規約は平成１２年１０月４日から施行する。 

平成１７年６月改定 

平成１８年６月改定 

平成２０年６月改定 

平成２４年６月改定 

平成２５年６月改定 

平成２７年１月改定 



 

 

社会基盤情報標準化委員会 標準化実施計画 策定手順 
 

平成２６年４月 

 

社会基盤情報標準化委員会規約 第９条第２項に基づき、社会基盤情報標準化委員会（以

下「委員会」という。）は、「建設情報に係る標準化ビジョン」を具体化するために、以下

の手順にしたがって標準化実施計画を策定する。 

 

（応募案内の決定） 

第１ 事務局は、検討テーマに関する調査等を実施し、応募事項を委員会に報告する。 

委員会は、応募事項を審議し、当該年度の応募案内を決定する。 

 

（公募案内） 

第２ 事務局は、決定した応募案内にて当該年度の小委員会検討テーマの公募を行う。 

なお、申請時の主な提案項目は、以下の通りとする。 

一 検討テーマ 

二 検討計画 

三 予算 

四 メンバー 

 

（小委員会検討テーマの選出） 

第３ 委員会の運営を補佐するため、委員会開催前に事前に幹事会を開催し、選定候補を

選出する。 

 

（小委員会検討テーマの決定） 

第４ 委員会は、選定候補を審議し、当該年度における小委員会活動テーマを決定する。 

 

（小委員会の設置と標準化実施計画の策定） 

第５ 事務局は、委員長の承認の下に、当該年度の標準化実施計画を策定する。 

 

以 上 

 

 

 

 

 


